
【様式②】

市　長 副市長 教育長

政策会議  議事概要

教育部長 会計管理者 議会事務局長 総合病院副院長兼事務部長

開 催 日

出 席 者

場 所

　令和３年４月１日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和13年３
月31日まで10年間の時限。以下「過疎法」という。）が施行され５年目を迎えるとこ
ろだが、令和３年度に策定した現行の宍粟市過疎地域持続的発展計画（以下「過疎計
画」という。）が令和７年度末に期間満了を迎えることより、現行計画を見直し、令
和８年度からの５か年計画へ改訂する必要がある。

〇宍粟市過疎地域持続的発展計画素案を承認し、令和８年３月議会への提案に向け
て、パブリックコメント・議会の意見聴取・県協議等、必要な手続きを進める。
※ただし、パブリックコメント等を進める前に、計画案に計上する事業について、全
部局に計上漏れがないか等、確認すること。

議 題 宍粟市過疎地域持続的発展計画の改訂について
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課 題

　全域が過疎地域に指定されている本市においては、人口の減少、少子高齢化の進行
等の厳しい社会情勢が継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性
化、情報化、交通機能の確保及び向上、医療体制の確保、教育環境の整備、集落の維
持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が課題となっている。
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